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施 設 里 親 部 会 

【第１回】 

開催日 令和７年７月14日（月）９:30～12:00 

議題・ 

審議事項 

１ 審議事項 

里親登録の決定・認定について 

２ 報告事項 

（１）里親の状況について 

（２）被措置児童等虐待事案の状況について 

（３）里親登録の取り消しについて 

（４）暫定一時保護所の開設について 

（５）一時保護の司法審査について 

（６）神奈川県里親委託等推進委員会の設置について 

（７）令和６年度かながわ子どもの声センター活動報告について 

審議結果 

１ 里親の登録・認定について 

新規里親申込みのあった４件のうち、養育里親と養子縁組里親の重複

登録２件、養育里親のみの登録１件、親族里親の認定１件について、里

親登録・認定が適当であるとされた。 

主な意見 

・ある里親希望者について、年長児の委託を希望されているが、そのこと

について自立支援の観点から、子どもに寄り添って意見を汲み取りサポ

ートできる姿勢を持てているが大事である。そのことを児童相談所と共

有して支援の方向性がずれないようにしていただきたい。 

・ある里親希望者について、持病があり体調面で心配があるが、そのこと

について児童相談所として委託に向けて配慮することや支援体制をどう

構築していくのかを確認していただきたい。 

備考 オンラインと対面のハイブリッド開催 

 

【第２回】 

開催日 令和７年10月29日（水）９:30～12:00 

議題・ 

審議事項 

１ 審議事項 

里親登録の決定・認定について 

２ 報告事項 

（１）里親の状況について 

（２）綾瀬児童相談所（旧大和綾瀬地域児童相談所）の移転について 

審議結果 
１ 里親登録の決定・認定について 

新規里親申込みのあった５件のうち、養育里親と養子縁組里親の重複
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登録２件、養育里親のみの登録３件について、里親登録・認定が適当で

あるとされた。 

主な意見 

・児童相談所として、里親希望者に対してどのような役割を担ってほしい

か、どういった里親になってほしいかのイメージが持てないことがあ

る。措置する児童相談所としての考えを示していただきたい。 

・不妊治療をしていた経過のある里親希望者について、実子を授からなか

ったことについてどのように気持ちの整理をして里親を希望するように

なったのか丁寧に確認していただきたい。 

備考 オンラインと対面のハイブリッド開催 

 

【第３回】 

開催日 令和８年２月27日（金）13:30～16:00 

議題・ 

審議事項 

１ 審議事項 

里親登録の決定・認定について 

２ 報告事項 

（１）里親の認定登録更新について 

（２）里親の状況について 

（３）神奈川県社会的養育推進計画の進捗状況報告 

審議結果 

１ 里親登録の決定・認定について 

新規里親申込みのあった６件のうち、養育里親と養子縁組里親の重複

登録１件、養育里親のみの登録１件、親族里親の認定２件、専門里親の

追加登録２件について、里親登録・認定が適当であるとされた。 

主な意見 

・ある里親希望者について高齢であり、委託にあたっては親族や周囲のサ

ポートが必須と考えられる。児童相談所としてもしっかりとした支援体

制を構築していただきたい。 

・社会的養育推進計画の進捗状況について、里親支援センターの設置に向

けた本県の方向性や進捗状況について確認していただきたい。 

備考 オンラインと対面のハイブリッド開催 
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母 子 福 祉 部 会 

【第１回】 

開催日  令和８年１月27日（金）10:00～11:30 

議題・ 

審議事項 

・「かながわ子ども・若者みらい計画」（ひとり親家庭等自立支援促進計

画）の進捗状況について 

・令和６年度ひとり親家庭アンケート調査の結果について 

審議結果 

・「ひとり親家庭等自立支援促進計画」及び「ひとり親家庭支援」の取り

組みについて、事務局から進捗状況の報告を行った。 

・令和６年度に実施したひとり親家庭アンケート調査の結果について、事

務局から報告を行った。 

・ひとり親家庭アンケート調査の結果やひとり親家庭を取り巻く環境につ

いて、意見交換が行われた。 

主な意見 

・母子父子寡婦福祉資金について、償還率が低いので債権回収会社への委

託にあたっては委託業者の変更等含め効果的な方法を検討していただき

たい。 

・ひとり親家庭アンケート調査について、父子世帯や若い方々の回答が少

ない理由を教えていただきたい。 

・ひとり親家庭アンケート調査について、回答率を上げるよう工夫してい

ただきたい。 

・特に年収の低い世帯の方々が学費負担等で苦労しているように見えるの

で支援を検討していただきたい。 

・高等職業訓練促進給付金について、どういった資格が対象になるか相談

にのってもらえるのか教えていただきたい。 

・ひとり親家庭の子どもたちがさまざまな選択肢を持って生きることがで

きるよう、ライフステージに合わせた情報提供をしていただきたい。 

・ショートステイ事業やトワイライトステイ事業等を実施している自治体

があれば、急な利用のニーズにも柔軟に利用できるよう配慮していただ

きたい。 

・ひとり親家庭施策の中だけでひとり親家庭支援を考えるのではなく、他

の分野の施策と連動しながら包括的支援ができるよう、庁内で連携を図

っていただきたい。 

備考 オンライン開催 

 

  



4 

社 会 環 境 部 会 

【第１回】 

開催日 令和７年８月 28日（木）10:00～12:00 

議題・ 

審議事項 

・有害興業（映画）の指定について 

・講演 「少年の立ち直り支援の現場から～近年の少年非行の傾向とその

背景について～」講師 久里浜少年院 院長 上野 友靖 

審議結果 

・青少年保護育成条例第 50 条第１項ただし書の規定に基づき、令和７年

９月から令和７年 11 月までに有害興行（映画）に緊急指定した映画（23

本）を報告。 

・被虐待経験や発達上の課題等、非行の背景に子どもの抱える困難が存在

する。 

・困難を有する若者支援の充実が必要 

主な意見 

・学校においても、児童相談所、警察、市の子ども支援の部署などいろい

ろな機関と連携していきたいが難しい。子ども・若者総合相談センター

ができれば、アドバイスをもらえるかもしれない。 

・子どもの家庭環境の違いもあり、子どもに寄り添うことや関係を構築す

ることが難しい。 

・子ども・若者総合相談センターが、切れ目のない支援や伴走型のきめ細

かな支援を行い、各種の困難に対応した支援につないでいくことが重

要。 

備考  

 

【第２回】 

開催日  令和７年 11月 17日（月）14:00～16:00 

議題・ 

審議事項 

・有害興業（映画）の指定について 

・青少年の健全な育成に関する取組について 

・青少年保護育成条例の見直しについて 

審議結果 

・青少年保護育成条例第 50 条第１項ただし書の規定に基づき、令和７年

９月から令和７年 11 月までに有害興行（映画）に緊急指定した映画（12

本）を報告。 

・県の青少年の健全な育成に関する取組を確認し、今後の方針について意 

 見交換を実施 

・青少年保護育成条例の見直しの必要性などについて意見交換を実施 
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主な意見 

・コロナ禍で減少傾向にあった少年非行の数が、最近は上昇傾向にあると

ともに、質的にも外に出て他校と争う、集団での強盗致傷が増えてい

る。これらの青少年の行動の変容、その背景、社会、環境、経済的要因

等から分析をしていく必要に迫られている。 

・学校でも情報モラル教室などで SNSの指導をしているが、基本的には学校

に持ってこない約束なので、利用の実態は見えない。 

・子どものインターネットトラブルでは、たくさんの相談窓口を案内する

のではなく、一緒にフォローして解決に持っていくための窓口があると

よい。 

・時代の変化が激しい中で、条例のバージョンアップに関する議論も必要

である。 

備考  

 

【第３回】 

開催日  令和８年２月５日（木）14:00～16:00 

議題・ 

審議事項 

・令和 7年度神奈川県児童福祉審議会優良図書の推薦について 

・有害興業（映画）の指定について 

審議結果 

・神奈川県児童福祉審議会の要領に基づき調査審議が行われ、37 冊の図書

を優良図書として推薦することが決定された。 

・青少年保護育成条例第 50 条第１項ただし書の規定に基づき、令和７年

12 月から令和８年２月までに有害興行（映画）に緊急指定した映画（12

本）を報告。 

主な意見 ・候補図書 38冊のうち１冊について、審議の結果、推薦の対象外とした。 

備考  
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権 利 擁 護 部 会 

【第１回】 

開催日  令和７年４月15日（火）14:00～15:45 

議題・ 

審議事項 

・児童相談所からの審議事例（１件） 

・児童相談所からの報告事例（１件） 

・子ども家庭課からの報告事項（２件） 

審議結果 
・審議事例１件について、児童相談所の援助方針が適切であることが承認

された。 

主な意見 ・支援が適切に機能するように、支援策を検討してほしい。 

備考 
子ども家庭課から「社会的養育推進計画」及び「福祉子どもみらい局令和

７年度予算概要」について報告した。 

 

【第２回】 ※提出事例がなく、開催中止 

開催日  

議題・ 

審議事項 
 

審議結果  

主な意見  

備考  
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【第３回】 

開催日  令和７年６月17日（火）14:00～16:20 

議題・ 

審議事項 

・児童相談所からの審議事例（１件） 

・児童相談所からの報告事例（２件） 

・障害サービス課からの報告事例（１件） 

・子ども家庭課からの報告事例（１件） 

審議結果 
・審議事例１件について、児童相談所の援助方針が適切であることが承認

された。 

主な意見 
・子どもを中心に据え、将来的な状況も想定しながら方針を検討してほし

い。 

備考  

 

【第４回】  

開催日  令和７年７月15日（火）14:00～16:10   

議題・ 

審議事項 

・児童相談所からの審議事例（１件） 

・児童相談所からの報告事例（３件） 

・子ども家庭課からの報告事例（１件） 

審議結果 
・審議事例１件について、児童相談所の援助方針が適切であることが承認

された。 

主な意見 
・子どもの権利を尊重するため、より丁寧に児童相談所が状況を整理する

必要があると思われる。 

備考  
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【第５回】 

開催日  令和７年８月19日（火）14:00～17:00 

議題・ 

審議事項 

・児童相談所からの審議事例（５件） 

・児童相談所からの報告事例（１件） 

審議結果 
・審議事例５件について、児童相談所の援助方針がそれぞれ適切であるこ

とが承認された。 

主な意見 

・状況の変化を踏まえ、その都度、適切な援助方針を検討してほしい。 

・児童相談所の支援を離れた時のことを想定し、支援体制を検討しておい

てほしい。 

・施設措置による支援が必要な理由を、保護者が理解できるよう、より丁

寧に説明してほしい。 

備考  

 

【第６回】  

開催日  令和７年９月16日（火）14:00～15:20   

議題・ 

審議事項 

・児童相談所からの審議事例（１件） 

・児童相談所からの報告事例（１件） 

・子ども家庭課からの報告事例（１件） 

審議結果 
・審議事例１件について、児童相談所の援助方針が適切であることが承認

された。 

主な意見 ・安定したパーマネンシーのある養育環境の保障を検討してほしい。 

備考  
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【第７回】 

開催日  令和７年10月21日（火）14:00～15:10 

議題・ 

審議事項 
・児童相談所からの報告事例（２件） 

審議結果 ・審議事例の提出なし 

主な意見  

備考  

 

【第８回】  

開催日  令和７年11月18日（火）14:00～16:00   

議題・ 

審議事項 

・児童相談所からの審議事例（２件） 

・児童相談所からの報告事例（２件） 

・子ども家庭課からの報告事例（２件） 

審議結果 
・審議事例２件について、児童相談所の援助方針がそれぞれ適切であるこ

とが承認された。 

主な意見 
・世帯の状況について、更に丁寧な調査をした上で見立ててほしい。 

・児童の課題に対する支援も検討は必要である。 

備考  
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【第９回】 

開催日  令和７年12月17日（火）14:00～15:10 

議題・ 

審議事項 
・児童相談所からの報告事例（２件） 

審議結果 審議事例の提出なし 

主な意見  

備考  

 

【第10回】  

開催日  令和８年１月20日（火）14:00～16:00   

議題・ 

審議事項 

・児童相談所からの審議事例（１件） 

・児童相談所からの報告事例（２件） 

審議結果 
・審議事例１件について、児童相談所の援助方針が適切であることが承認

された。 

主な意見 ・当事者の意向について、更に丁寧に聴き取りをしてほしい。 

備考  
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【第11回】 

開催日  令和８年２月17日（火）14:00～15:50 

議題・ 

審議事項 

・児童相談所からの審議事例（２件） 

・障害サービス課からの報告事例（１件） 

・子ども家庭課からの報告事項（１件） 

審議結果 
・審議事例２件について、児童相談所の援助方針がそれぞれ適切であるこ

とが承認された。 

主な意見 

・児童相談所の支援を離れていくことを想定し、支援体制を検討してほし

い。 

・児童相談所の援助方針を丁寧に保護者に伝えていってほしい。 

備考 
子ども家庭課から「令和７年度第３四半期分までの意見表明等支援事業の

実施状況」について、報告を行った。 

 

【第12回】  

開催日  令和８年３月17日（火）14:00～15:50 

議題・ 

審議事項 

・児童相談所からの審議事例（１件） 

・児童相談所からの報告事例（１件） 

・子ども家庭課からの報告事項（１件） 

審議結果 
・審議事例１件について、児童相談所の援助方針が適切であることが承認

された。 

主な意見 

・子どもの安全を守ることを最大限に考え、児童相談所として対応をお願

いしたい。 

・より細部を詰めた対応を検討しておいてほしい。 

備考  
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保 育 部 会 

【第１回】 

開催日  令和７年８月５日（火）10:00～12:00 

議題・ 

審議事項 

・保育所設置認可に関する事前協議について ７件 

・保育所設置認可について １件 

審議結果 

・保育所設置認可に関する事前協議については、意見を踏まえた上で手続

きを進めることを確認した。 

・保育所設置認可については、了承された。 

主な意見 

・バリアフリートイレを設置してほしい。 

・代替公園について、十分な広さがあるのか。遊具が少ないのではない

か。 

・保育材料費や事務消耗品費がかなりの高額であるが、どのような見積も

りなのか。予算の立て方や見通しについてどのように考えているのか。 

・ダムウェーターがないが、どのように給食を運ぶのか。 

備考  

 

【第２回】 

開催日  令和７年11月25日（火）10:00～11:20 

議題・ 

審議事項 

・（報告事項）児童福祉法改正に伴う児童福祉審議会保育部会の所掌事務

追加に係る検討について 

・保育所設置認可に関する事前協議について １件 

審議結果 
・保育所設置認可に関する事前協議については、意見を踏まえた上で手続

きを進めることを確認した。 

主な意見 

・駐車場が確保されておらず、障がい児が通うには送迎が難しいのではな

いか。 

・幼児用シャワーが出入口付近に設置されているが、この配置では感染症

が広がりやすいため、配置換えをすべきである。 

・０歳児保育室と沐浴室が離れており、衛生上動線が良くないのではない

か。 

・保育室以外に、クールダウンや個別にゆっくりできるスペースがあると

よい。 

備考 
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【第３回】 

開催日  令和８年２月９日（月）13:00～15:00 

議題・ 

審議事項 

・保育所設置認可について ９件 

・保育所の廃止について ７件 

・保育所の休止について １件 

審議結果 ・保育所設置認可、廃止及び休止については、了承された。 

主な意見 

・保育の自己評価は年に１回年度末に実施するようだが、そこから保育に

反映するのでは遅いと思う。 

・障がい児保育研修の対象者は全職員にしてほしい。 

・代替公園にある遊具の一部が破損している。公園管理者が修理を行う

か、修理できない場合は遊具の使用を避けるなど、十分に注意して利用

していただきたい。 

・物価高騰を踏まえると、給食費が安いのではないか。 

備考  
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障 害 福 祉 部 会 

【第１回】 

開催日 令和８年２月26日～３月18日【書面開催】 

議題・ 

審議事項 

１ 報告事項 

（１）かながわ医療的ケア児支援センターの取組について 

（２）発達障害支援センターかながわＡの見直しと今後の発達障害児者支

援体制について 

（３）障害児等移行支援関連事業について 

（４）重症心身障害児者等支援体制検討会について 

（５）障害者支援施設等の利用希望に係る実態調査結果を受けての今後の

対応（入所の仕組みの対応案）について 

（６）療養介護事業所（医療型障害児入所施設併設）入所調整会議の見直

しについて 

審議結果 上記（１）から（６）について報告を行った。 

主な意見 

（１）発達障害児に比べ、医療的ケア児に関する研修が少ないので、情報

交換・情報共有も含めて、増えるとよいと思う。 

（２）かながわＡが、総合療育相談センターに移転し、県直営の運営が続

くこと、SRCの療育部門等との連携が検討されていることはとても良い

方向性だと思う。更に県内の医療機関との連携も強化していかれると

良いと思う。 

（３）重度・最重度の知的障害がある強度行動障害の児童について入院治

療を行える精神科医療機関が極めて少なく、施設職員が暴力を受けな

がら対応せざるを得ない現状があることを認識している。一方で、精

神科入院治療を行うことが児童の状態をかえって悪くする場合もある

ように思え、医療機関は消極的になりがちである。この問題をどのよ

うに解決すべきかは容易ではないが、今回のように加算がつき、今後

加算が大きくなることはとても大切であると思う。 

（４）人材確保について、看護師が途中で辞めると退所せざるを得ない利

用者も出てくるため、事業所だけに支援員募集を任せるには限界があ

ると感じる。報酬だけでなく、欠員の緊急対応を受けられる仕組みも

必要ではないかと考える。 

（５）入所を希望している保護者には本人に経験を積ませるよう促して相

談支援員と一緒に本人の希望を聞き取れるようバックアップしていく

ことで、改めて本人の意向を聞き取り丁寧に進めていくことがよい。 
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（６）迅速化のために個別の入所調整会議（対面）を行わない方針として

いるが、非常に個別性の高い重症心身障害児・者のケースにおいて、

書類（名簿や調査票）のみの情報提供で、施設側が本人の特性を十分

に把握し、適切な受け入れ判断ができるかという懸念がある。 

備考  

 


